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上記事項につきましては、法令及び当社定款第 15条第 2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた

株主様に対して交付する書面には記載しておりません。 



連 結 持 分 変 動 計 算 書 

2 0 2 5 年 １ 月 １ 日 か ら 

2 0 2 5 年 1 2 月 3 1日 ま で 
 

  

   
  

（単位：百万円） 
 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

その他の資本の構成要素 

在外営業活動
体の換算差額 

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産
の純変動 

2025年１月１日残高 80,639 76,707 272,382 △323 43,596 543 

当期変動額       

当期包括利益       

当期利益 － － 76,633 － － － 

その他の包括利益 － － － － 7,500 △1,155 

 当期包括利益合計 － － 76,633 － 7,500 △1,155 

 所有者との取引額       

配当金 － － △27,718 － － － 

自己株式の取得 － － △74 △20,003 － － 

自己株式の処分 － 0 － 0 － － 

株式報酬取引 112 1,097 － － － － 

非支配持分の取得及び
処分 

－ △103 － － － － 

子会社の増資による被
支配持分の増減 

－ － － － － － 

その他の資本の構成要
素から利益剰余金への
振替 

－ － △1,961 － － 1,037 

所有者との取引額合計 112 994 △29,754 △20,003 － 1,037 

2025年12月31日残高 80,751 77,701 319,262 △20,326 51,097 425 
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親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分
合 計 

資 本 合 計 

その他の資本の構成要素 

親会社の所有
者に帰属する
持分合計 

キャッシュ・
フロー・ヘッ

ジ 

確定給付制度
の再測定 

その他の資本
の構成要素合

計 

2025年１月１日残高 △268 － 43,871 473,277 12,059 485,336 

当期変動額       

当期包括利益       

当期利益 － － － 76,633 2,959 79,592 

その他の包括利益 232 △923 5,653 5,653 404 6,058 

 当期包括利益合計 232 △923 5,653 82,287 3,363 85,651 

 所有者との取引額       

配当金 － － － △27,718 △2,390 △30,109 

自己株式の取得 － － － △20,077 － △20,077 

自己株式の処分 － － － 0 － 0 

株式報酬取引 － － － 1,210 － 1,210 

非支配持分の取得及び
処分 

－ － － △103 △244 △347 

子会社の増資による被
支配持分の増減 

－ － － － 2 2 

その他の資本の構成要
素から利益剰余金への
振替 

－ 923 1,961 － － － 

所有者との取引額合計 － 923 1,961 △46,688 △2,632 △49,321 

2025年12月31日残高 △36 － 51,486 508,875 12,790 521,666 
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連 結 注 記 表 
 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

１. 連結計算書類の作成基準 

当社及び子会社（以下、「当社グループ」）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規

定により、国際会計基準（以下、「IFRS会計基準」）に準拠して作成しています。なお、本連結計算

書類は同項後段の規定により、IFRS会計基準で求められる開示項目の一部を省略しています。 
２. 連結の範囲に関する事項 

(１) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

 連結子会社の数 108社 

 主要な連結子会社の名称 株式会社荏原エリオット 

  荏原冷熱システム株式会社 

  株式会社荏原電産 

  株式会社荏原風力機械 

  荏原環境プラント株式会社 

  株式会社荏原フィールドテック 

  EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA. 

  EBARA PUMPS IBERIA, S.A. 

  EBARA HG Holdings Inc. 

  EBARA PUMPS AMERICAS CORPORATION 

  荏原機械（中国）有限公司 

  荏原機械淄博有限公司 

  
嘉利特荏原ポンプ業有限公司 

（ポンプの中国語表記は石の下に水です） 

  Ebara Engineering Singapore Pte.Ltd. 

  Vansan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

  Ebara Pumps Europe S.p.A. 

  Elliott Company 

  Elliott Ebara Singapore Pte. Ltd. 

  荏原冷熱システム（中国）有限公司 

  荏原環境工程（中国）有限公司 

  Ebara Technologies Incorporated 

  上海荏原精密機械有限公司 

  Ebara Precision Machinery Korea Incorporated 

  台湾荏原精密股份有限公司 

  Ebara Precision Machinery Europe GmbH 

  荏原（中国）有限公司 

(２) 連結の範囲の変更  

  新たに設立した煙台荏原省エネサービス有限公司他１社を連結の範囲に含めています。 

(３) 主要な非連結子会社の名称  

   該当事項はありません。 
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３. 持分法の適用に関する事項 

(１) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 

 持分法を適用した非連結子会社数      

   該当事項はありません。 

 持分法を適用した関連会社数         １社  

  水ing株式会社  

(２) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等  

 持分法を適用しない非連結子会社  

  該当事項はありません。  

 持分法を適用しない関連会社  

  Ebara Philippines Landholdings, Inc.  

    持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない関連会社は、その当期純損益及び利益剰余金等のいずれも重要性が乏しい

ため持分法の適用の範囲から除いています。 

(３) 持分法を適用した関連会社の事業年度等に関する事項 

持分法適用会社は、決算日が３月31日であるため、連結計算書類の作成にあたり、連結決算日に実

施した仮決算に基づく計算書類を使用しています。 

４. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、EBARA MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED他23社の決算日は３月31日です。 

なお、連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日に実施した仮決算に基づく計算書類を使用し

ています。 

５. 会計方針に関する事項 

(１) 外貨換算 

① 外貨建取引 

外貨建取引は、取引日における為替レートを用いてグループ企業の各機能通貨に換算しています。

外貨建貨幣性資産・負債は、報告日の為替レートで機能通貨に換算しています。外貨建の公正価値で

測定される非貨幣性資産・負債は、その公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に換算して

います。外貨建の取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レートで換算し

ています。為替換算差額は通常、純損益で認識し、金融費用として表示していますが、非貨幣性項目

の評価差額をその他の包括利益として認識する場合は、当該為替部分はその他の包括利益として認識

しています。 

 

② 在外営業活動体の計算書類 

在外営業活動体の資産・負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、期末日の

為替レートで表示通貨に換算しています。在外営業活動体の収益及び費用は、為替レートが著しく変

動している場合を除き、報告期間の期中平均為替レートで換算しています。為替換算差額はその他の

包括利益で認識し、為替換算差額を非支配持分に配分している部分を除き、為替換算調整勘定に累積

しています。在外営業活動体の一部又はすべてを処分し、支配、重要な影響力又は共同支配を喪失す

る場合には、その在外営業活動体に関連する為替換算調整勘定の累積金額を、処分に係る利得又は損

失の一部として純損益に組み替えます。当社グループが、子会社の持分を部分的に処分するが、支配

は保持する場合、累積金額の一部は適宜非支配持分に再配分します。当社グループが、支配を保持す

る一方で、関連会社又は共同支配企業を部分的にのみ処分する場合には、累積金額の一部を適宜純損

益に組み替えます。なお、超インフレ経済下にある子会社の収益及び費用は、超インフレ会計の適用

により決算日の為替レートで表示通貨に換算しています。超インフレ会計の詳細は「(16) 超インフ

レの調整」に記載のとおりです。  
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(２) 金融商品 

① 非デリバティブ金融資産 

当社グループは、営業債権を、これらの発生日に当初認識しています。その他の金融資産は、当社

グループが当該金融商品の契約当事者となった取引日に当初認識しています。 

当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、

又は金融資産の所有に係るリスクと経済的便益を実質的にすべて移転する取引において、当該金融資

産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転した時に当該金融資産の認識を中止

しています。金融資産の所有に伴う実質的にすべてのリスク及び経済的価値を留保も移転もしない取

引においては、当社グループは当該金融資産への支配を保持していない場合にその資産の認識を中止

するものとしています。 

金融資産の分類及び測定モデルの概要は、以下のとおりです。 

(ⅰ) 償却原価で測定する金融資産 

次の条件がともに満たされる金融資産を償却原価で測定する金融資産に分類しています。 

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基

づいて、資産が保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ

ーが特定の日に生じる。 

償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値にその取得に直接起因する取引コストを加

算して測定しています。また、当初認識後は実効金利法を適用した総額の帳簿価額から減損損失を控

除しています。 

(ⅱ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しています。 

公正価値で測定する金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分

類されたもの以外の金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類してい

ます。 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値により測定し、その取得に

直接起因する取引コストは、発生時に純損益で認識しています。また、当初認識後は公正価値で測定

し、その事後的な変動を純損益として認識しています。 
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(ⅲ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品 

公正価値で測定する負債性金融商品のうち、次の条件がともに満たされる場合には、その他の包括

利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。 

・契約上のキャッシュ・フローを回収するため、及び売却するために資産を保有することを目的と

する事業モデルに基づいて、資産が保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ

ーが特定の日に生じる。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値にその取得に直

接起因する取引コストを加算して測定しています。また、利息、為替差損益及び減損損失は、純損益

として認識し、これらを除いた公正価値の変動額をその他の包括利益として認識しています。 

また、売買目的ではない資本性金融商品への投資については、当初認識時に、その公正価値の事後

的な変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を行うことが認められており、当社グ

ループでは金融商品ごとに当該指定を行い、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金

融商品に分類しています。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、当初認識時に公正価値にその取

得に直接起因する取引コストを加算して測定しています。また、当初認識後は公正価値で測定し、そ

の事後的な変動をその他の包括利益として認識しています。その他の包括利益として認識した金額は、

認識を中止した場合（もしくは公正価値が著しく低下した場合）にその累積額を利益剰余金に振り替

えており、純損益には振り替えていません。なお、配当については、当該配当金が明らかに投資の取

得原価の回収を示している場合を除いて純損益として認識しています。 

 

② 金融資産の減損 

償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しています。当

社グループは、期末日ごとに信用リスクが当初認識時点から著しく増大しているか否かについて判断

しており、信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産の全期間の予想

信用損失に等しい金額で貸倒引当金を測定し、著しく増大していない場合には、12ヶ月の予想信用損

失に等しい金額で貸倒引当金を測定しています。ただし重大な金利要素を含んでいない営業債権、契

約資産及びリース債権については、上記に関わらず常に全期間の予想信用損失により貸倒引当金の額

を測定しています。 

信用リスクの著しい増大の有無は、債務不履行発生のリスクの変化に基づいて判断しており、債務

不履行とは、債務者による契約上のキャッシュ・フローの支払いに重大な問題が生じ、金融資産の全

体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない状態と定義しています。債務不履行発生

のリスクに変化があるかどうかの判断においては、主に外部信用格付け、期日経過の情報等を考慮し

ています。期末日において金融商品に係る信用リスクが低いと判断された場合、金融商品に係る信用

リスクは当初認識から著しく増大していないと判断されます。当社グループでは、原則として30日を

超えて支払いが延滞している場合には、信用リスクが著しく増加していると判断しています。これら

の判断には、過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しており、

当該情報に基づいて反証可能である場合には、信用リスクの著しい増大は生じていないものと判断し

ています。 

債務者の財政状態の著しい悪化、債務者の破産等による法的整理の手続の開始等があった場合には、

当該債権は信用減損が発生していると判定しています。将来回収できないことが明らかとなった債権

については、金融資産の帳簿価額を直接減額し、対応する貸倒引当金の金額を減額しています。金融

資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しています。貸倒引当金を減額する事象が発生した

場合は、貸倒引当金の戻入額を純損益で認識しています。 

金融商品の予想信用損失は、次のものを反映する方法で見積っています。 

(ⅰ) 一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額 

(ⅱ) 貨幣の時間価値 

(ⅲ) 過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコス

トや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報 
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③ 非デリバティブ金融負債 

当社グループでは、金融負債を発生日に当初認識しており、償却原価で測定する金融負債と純損益

を通じて公正価値で測定する金融負債のいずれかに分類しており、この分類は当初認識時に決定して

います。金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し又

は失効となった時に認識を中止しています。 

金融負債の分類及び測定モデルの概要は、以下のとおりです。 

(ⅰ) 償却原価で測定する金融負債 

償却原価で測定する金融負債は、当初認識時には公正価値からその発行に直接起因する取引コスト

を減算して測定しています。また、当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しています。 

(ⅱ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、当初認識時に公正価値により測定しています。ま

た、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動を純損益として認識しています。 

 

④ デリバティブ及びヘッジ会計 

当社グループでは、為替変動リスク、金利変動リスク等をヘッジするために、先物為替予約取引、

金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行っています。 

当社グループでは、ヘッジの開始時においてヘッジ関係並びにヘッジの実施についてのリスク管理

目的及び戦略の公式な指定及び文書化を行っています。当該文書にはヘッジ手段の特定、ヘッジの対

象となる項目又は取引、ヘッジされるリスクの性質、及びヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象

の公正価値又はキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手

段の有効性の評価方法が含まれています。また、当社グループでは、これらのヘッジについて、ヘッ

ジされたリスクに起因する公正価値又はキャッシュ・フローの変動を相殺するに際し極めて有効であ

ると見込んでいますが、ヘッジ指定されていた会計期間を通じて実際に極めて有効であったか否かを

判断するために、継続的に評価しています。 

デリバティブは公正価値で当初認識しています。また、当初認識後は公正価値で測定し、その事後

的な変動は次のとおり処理しています。 

(ⅰ) 公正価値ヘッジ 

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値変動は純損益として認識しています。また、ヘッジされ

たリスクに対応するヘッジ対象の公正価値の変動については、ヘッジ対象の帳簿価額を修正して、純

損益として認識しています。 

(ⅱ) キャッシュ・フロー・ヘッジ 

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値変動のうち有効なヘッジと判定される部分は、その他の

包括利益として認識しています。 

その他の包括利益に認識した金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える会計期間にお

いてその他の資本の構成要素から純損益に振り替えています。ただし、予定取引のヘッジがその後に

おいて非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の包括利益に認識

した金額を当該非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額の修正として処理しています。 

ヘッジ手段が失効、売却、終結又は行使された場合、ヘッジ比率を調整してもなお、ヘッジの適格

要件を満たさなくなった場合には、ヘッジ会計を将来に向けて中止しています。予定取引の発生がも

はや見込まれない場合には、その他の包括利益として認識した金額は、即時にその他の資本の構成要

素から純損益に振り替えています。 

(ⅲ) ヘッジ指定されていないデリバティブ 

デリバティブの公正価値の変動は、純損益として認識しています。 

 

⑤ 金融資産と金融負債の相殺 

金融資産と金融負債は、認識した金額を相殺する法的に強制力のある権利を有しており、かつ、純

額で決済する又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合に、相殺して純額

で表示しています。 

 

(３) 現金及び現金同等物 

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に一定の金額に換金可能であ

り、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資から構成されています。 
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(４) 棚卸資産 

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうち、いずれか低い方の金額で測定しています。棚卸

資産の取得原価には、棚卸資産の取得に係る費用、製造費及び加工費並びに棚卸資産が現在の場所及

び状態に至るまでに発生したその他のコストのすべてを含んでおり、主として総平均法に基づいて配

分されています。正味実現可能価額は、通常の営業過程における予想販売価額から完成までに要する

見積原価及び見積販売費用を控除した額としています。 

 

(５) 有形固定資産（使用権資産を除く） 

① 認識及び測定 

当社グループは、有形固定資産の認識後の測定において原価モデルを採用し、取得原価から減価償

却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で表示しています。 

取得原価には資産の取得に直接関連する費用、資産の解体及び除去費用、原状回復費用の見積額、

並びに資産計上の要件を満たす借入コストが含まれています。 

有形固定資産の取得後に発生した支出のうち、通常の修繕及び維持については発生時に費用として

処理し、主要な取替及び改良に係る支出については、その支出により将来当社グループに経済的便益

がもたらされることが見込まれる場合に限り資産計上しています。 

 

② 減価償却 

土地、建設仮勘定以外の有形固定資産は、使用が可能となった時点から、それぞれの見積耐用年数

にわたって定額法で減価償却しています。主要な有形固定資産の見積耐用年数は次のとおりです。 

建物及び構築物 ２～60 年 

機械装置及び運搬具 ２～38 年 

なお、減価償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、毎期末日に見直しを行い、必要に応じて改定

しています。 

 

(６) のれん及び無形資産 

① のれん 

当社グループは、取得法に基づき企業結合の会計処理をしています。 
支払対価の公正価値、被取得企業の非支配持分の金額及び段階取得の場合には取得企業が以前より

保有していた被取得企業の支配獲得日の公正価値の合計が、取得日における識別可能資産及び引受負

債の正味価額を上回る場合に、その超過額をのれんとして認識しています。一方、この対価の総額が、

識別可能資産及び負債の正味価額を下回る場合、その差額を利得として損益に認識しています。 
のれんは償却を行わず、毎年同時期及び減損の兆候を識別した時はその都度、減損テストを実施し

ています。のれんの減損損失は損益として認識されますが、戻入れは行っていません。 

当初認識後、のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しています。 

 

② 無形資産（使用権資産を除く） 

個別に取得した無形資産は取得原価で測定しており、企業結合により取得した無形資産の取得原価

は企業結合日の公正価値で測定しています。 

当社グループは、無形資産の認識後の測定において原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額

及び減損損失累計額を控除した金額で表示しています。 

耐用年数を確定できる無形資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で償却しています。主

要な無形資産の見積耐用年数は次のとおりです。 

自社利用目的のソフトウエア ５ 年 

耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産は償却を行わず、毎年同時期及

び減損の兆候を識別した時はその都度、減損テストを実施しています。 

なお、償却方法及び耐用年数は、毎期末日に見直しを行い、必要に応じて改定しています。 
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(７) リース 

（借手側） 

当社グループは、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識します。契約がリースであるか

否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの形態をとらないもので

あっても、契約の実態に基づき判断しています。リース期間は、解約不能期間に合理的に確実な延長

するオプション（当社グループが当該オプションを行使することが合理的に確実である場合）と解約

するオプション（当社グループが解約オプションを行使しないことが合理的に確実である場合）を加

えて決定しています。 

使用権資産は、取得原価で当初測定しています。この取得原価は、リース負債の当初測定額に、開

始日又はそれ以前に支払ったリース料を調整し、発生した当初直接コストと原資産の解体及び撤去、

原資産又は原資産の設置された敷地の原状回復の際に生じるコストの見積りを加えた額で、受領済み

のリース・インセンティブを控除して算定します。 

当初認識後、使用権資産は、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時又はリース期間の終了時の

いずれか早い方の日まで、定額法により減価償却します。使用権資産の見積耐用年数は、自己所有の

有形固定資産と同様に決定します。 

リース負債は、開始日時点で支払われていないリース料をリースの計算利子率を用いて割り引いた

現在価値で当初測定しています。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、当社グループ

の追加借入利子率を用いており、一般的に、当社及び当社グループは追加借入利子率を割引率として

使用しています。 

指数又はレートの変動により将来のリース料が変動した場合、残価保証に基づいて支払うと見込ま

れる金額の見積りが変動した場合、又は購入、延長、あるいは解約オプションを行使するかどうかの

判定が変化した場合、又は解約不能期間に変更が生じる等、リース期間の変化があった場合、リース

負債は再測定されます。このようにリース負債を再測定する場合、対応する修正は使用権資産の帳簿

価額を修正するか、使用権資産の帳簿価額がゼロまで減額されている場合には損益として認識します。 

当社グループは、連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」、リース負債を

「社債、借入金及びリース負債」に含めて表示しています。 

 

短期リース及び少額資産のリース 

当社グループは、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び少額資産のリースについて、使用権資

産及びリース負債を認識しないことを選択しています。当社グループは、これらのリースに係るリー

ス料をリース期間にわたり定額法により費用として認識しています。 

 

（貸手側） 

オペレーティング・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、

受取リース料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認識していま

す。 
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(８) 非金融資産の減損 

有形固定資産及び無形資産等の非金融資産については、資産が減損している可能性を示す兆候があ

るか否かを評価しています。 

減損の兆候が存在する場合には、個別の資産又は資金生成単位ごとの回収可能価額を測定していま

す。なお、のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産は償却を行わ

ず、毎期同時期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しています。 

減損テストにおいて、資産は、継続的な使用により他の資産又は資金生成単位のキャッシュ・イン

フローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループに集約しています。

当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減損の

兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積っています。 

回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方で算定しています。使

用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその資産の固有のリスクを反映した税

引前割引率を用いて現在価値に割り引いて算定しています。 

個別の資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合には純損益にて減損損失を認

識し、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。資金生成単位に関連して認識した減

損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位

内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しています。 

のれんに係る減損損失は、戻入れを行っていません。のれん以外の非金融資産に係る減損損失は、

減損損失がもはや存在しないか又は減少している可能性を示す兆候が存在する場合に当該資産の回収

可能価額を見積っており、回収可能価額が減損処理後の帳簿価額を上回った場合には減損損失の戻入

れを行っています。なお、減損損失の戻入れは過去の期間において当該資産に認識した減損損失がな

かった場合の帳簿価額を超えない範囲を上限として回収可能価額と帳簿価額との差額を純損益にて認

識しています。 

 

(９) 従業員給付 

① 退職後給付 

（確定給付制度） 

確定給付制度債務は、従業員が過年度及び当連結会計年度において提供したサービスの対価として

獲得した将来給付額を見積り、当該金額を現在価値に割り引くことによって算定しています。割引率

は、当社グループの確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有する優良社債の期末日時点の市場利回り

を参照して決定しています。 

退職後給付制度に係る資産又は退職後給付制度に係る負債は、確定給付制度債務の現在価値から制

度資産の公正価値(制度資産の上限の調整を含む)を控除した額を認識しています。勤務費用及び確定

給付負債(資産)の純額に係る利息純額は、純損益にて認識しています。 

確定給付制度の再測定により発生した増減額は、発生した期においてその他の包括利益に一括認識

し、直ちに利益剰余金に振り替えています。また過去勤務費用は発生時に全額純損益に認識していま

す。 

 

（確定拠出制度） 

確定拠出制度については、確定拠出制度に支払うべき拠出額を、従業員が関連する勤務を提供した

時に費用として認識しています。 

 

② 短期従業員給付 

短期従業員給付については、割引計算を行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として

認識しています。 

賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を有し、信頼性のあ

る見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識して

います。 

 

③ その他の長期従業員給付 

当社グループの長期従業員給付に対する純債務は、従業員が過年度及び当連結会計年度において提

供したサービスの対価として獲得した将来給付額です。この給付額は現在価値に割り引いています。

再測定による差異は発生した期間に純損益で認識しています。 
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(10) 株式報酬取引 

当社グループは、取締役、執行役及び従業員に対するインセンティブ制度として、以下の株式報酬

制度を採用しています。 

（ストック・オプション制度） 

ストック・オプションは権利付与日の公正価値に基づき算定しており、最終的に権利確定すると予

想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として認識し、同

額を資本の増加として認識しています。ストック・オプションの公正価値は、ブラック・ショールズ

モデルにて算定しています。 

 

（譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬制度） 

企業価値の持続的な向上に対する貢献意識を高めるとともに、株主との価値共有を進めることを目

的として、持分決済型及び現金決済型の株式報酬制度を導入しています。 

持分決済型の株式報酬については、受領したサービスの対価を、付与する当社株式の公正価値を参

照して測定しています。算定されたサービスの対価は費用として純損益に認識するとともに、対応す

る金額を資本の増加として認識しています。 

現金決済型の株式報酬については、支払額の公正価値を負債として認識し、無条件に報酬を受ける

権利が確定するまでの期間にわたり、当該負債の公正価値の変動を純損益に認識しています。 

 

(11) 引当金 

引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが現在の法的債務又は推定的債務を有し、その

債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出の可能性が高く、かつその資源の流出の金額に

ついて信頼できる見積りができる場合に認識しています。 

引当金は見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及びその負債に特有のリスクを反映した

税引前の利率を用いて現在価値に割り引いています。時間の経過による影響を反映した引当金の増加

額は、金融費用として認識しています。 

 

(12) 売上収益 

顧客との契約について、当社グループは、次の５ステップアプローチに基づき、収益を認識してい

ます。 

ステップ１：契約の識別 

ステップ２：履行義務の識別 

ステップ３：取引価格の算定 

ステップ４：履行義務への取引価格の配分 

ステップ５：履行義務の充足による収益の認識 

 

当社グループは「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」、「環境」、「精密・電子」の各

分野にわたり製造、販売、工事、保守等を行っています。 

 

①「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」 

「建築・産業」においては、主に標準ポンプ（陸上ポンプ、水中ポンプ、給水ポンプ）、冷熱機械

及び送風機の製造、販売、工事、保守サービスを行っています。 

「エネルギー」においては、主にカスタムポンプ（ボイラ給水ポンプ）、コンプレッサやタービン

などの製造、販売、工事、保守サービスを行っています。 

「インフラ」においては、主にカスタムポンプ（農業用ポンプ、排水ポンプ、上下水道ポンプ）、

トンネル用送風機などの製造、販売、工事、保守サービスを行っています。 

 

「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」における製品の製造及び販売については、製品に

対する法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客か

ら支払いを受ける権利といった支配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配

を顧客に移転して履行義務を充足するのは主として製品の引渡又は検収時点であると当社グループは

判断しています。 

 

「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」における工事請負契約及び保守契約については、

主として、次の要件のいずれかに該当し、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するた

め、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。 

(ⅰ) 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。 
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(ⅱ) 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。 

(ⅲ) 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを

受ける強制可能な権利を有している。 

これらについては、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、報告期間の末日において測定し

た履行義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって売上収益を認識します。進捗度は、見

積総原価に対する実際原価の割合で算出し（インプット法）、履行義務の結果を合理的に測定できな

いが、当該履行義務を充足するコストを回収すると見込んでいる場合は、発生したコストの範囲での

み売上収益を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しています。 

 

② 「環境」 

「環境」においては、都市ごみ焼却プラント、産業廃棄物焼却プラントに関連した製造、販売、工

事、保守サービスを行っています。 

 

「環境」における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、所有に

伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支配の移

転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するの

は主として製品の引渡又は検収時点であると当社グループは判断しています。 

 

「環境」における工事請負契約及び保守契約については、主として、次の要件のいずれかに該当し、

製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し

収益を認識しています。 

(ⅰ) 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。 

(ⅱ) 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。 

(ⅲ) 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを

受ける強制可能な権利を有している。 

これらについては、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、報告期間の末日において測定し

た履行義務の充足に係る進捗度に応じて、工事期間にわたって売上収益を認識します。進捗度は、見

積総原価に対する実際原価の割合で算出し（インプット法）、履行義務の結果を合理的に測定できな

いが、当該履行義務を充足するコストを回収すると見込んでいる場合は、発生したコストの範囲での

み売上収益を計上することにより、当社グループの履行を忠実に描写しています。 

 

③ 「精密・電子」 

「精密・電子」においては主に真空ポンプ、CMP装置、めっき装置、排ガス処理装置の製造、販売、

保守サービスを行っています。 

 

「精密・電子」における製品の製造及び販売については、製品に対する法的所有権、物理的占有、

所有に伴う重大なリスクと経済価値の顧客への移転状況及び顧客から支払いを受ける権利といった支

配の移転に関する指標を総合的に判断した結果、製品に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足

するのは主として製品の引渡又は検収時点であると当社グループは判断しています。 

 

売上収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き、遅延損害金等を控除した金額で測

定しています。変動性がある値引き等を含む変動対価については、合理的に利用可能なすべての情報

を用いて対価の金額を見積り、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ売上収益を認識

しています。また、当社グループでは、契約開始時に、顧客に財又はサービスを移転する時点と顧客

が対価を支払う時点までの期間が１年以内であると見込まれるため、IFRS第15号「顧客との契約から

生じる収益」で規定される実務上の便法を適用し、対価に係る金利要素について調整を行っていませ

ん。 

 

契約に複数の履行義務が識別される場合には、主に観察可能な独立販売価格の比率でそれぞれの履

行義務に取引価格を配分しています。 
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(13) 法人所得税 

法人所得税費用は、当期税金と繰延税金の合計として表示しています。 

当期税金は、決算日において制定され又は実質的に制定されている税率を用いて、税務当局に対す

る納付又は税務当局からの還付が予想される金額で算定しています。これらは、企業結合に関連する

もの及び直接資本の部又はその他の包括利益で認識される項目を除き、当期の純損益にて認識してい

ます。 

繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税法に基づいて、資産が

実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想される税率で算定しています。繰延税金資産

及び負債は、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務基準額の差額である一時差異並びに繰越欠損金

に基づいて算定しています。繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額

控除に対して、それらを利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲で認識しています。 

なお、企業結合ではなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を与えず、かつ同額の将来

加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引における当初認識から生じる一時差異について

は、繰延税金資産及び負債を認識していません。さらにのれんの当初認識において生じる将来加算一

時差異については、繰延税金負債を認識していません。 

子会社・関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識していま

す。ただし、一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消

しない可能性が高い場合には認識していません。また、子会社・関連会社に対する投資に係る将来減

算一時差異については、一時差異が予測し得る期間内に解消し、かつ課税所得を稼得する可能性が高

い範囲でのみ繰延税金資産を認識しています。 

繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権

利を有し、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に対して課される法人所得税に関するもので

ある場合に相殺しています。 

当社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。 

当社グループは、2023年５月に公表された「国際的な税制改革－第２の柱モデルルール（IAS第12号

の改訂）」を適用しています。本改訂は、経済協力開発機構（OECD）が公表した第２の柱モデルルー

ルに関する税制から生じる税金に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めた

ものです。当社グループは、当該例外規定を適用し、第２の柱の法人所得税に係る繰延税金について

認識及び開示を行っていません。 

 

(14) 借入コスト 

意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産に関して、その資産の取得、建

設又は生産に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化しています。その

他の借入コストはすべて、発生した期間に費用として認識しています。 

 

(15) １株当たり利益 

基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する純損益を、その期間の自己株式を調整

した発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しています。希薄化後１株当たり当期利益は、希

薄化効果を有するすべての潜在株式の影響を調整して計算しています。 

 

(16) 超インフレの調整 

超インフレ経済下にある子会社は、取得原価で表示されているのれん及び無形資産等の非貨幣性項

目について、取得日を基準に変換係数を用いて修正しています。現在原価で表示されている貨幣性項

目及び非貨幣性項目については、報告期間の末日現在の測定単位で表示されていると考えられるため、

修正していません。 

非貨幣性項目の修正及び直物為替相場による換算の影響は、その他の包括利益を通じて在外営業活

動体の換算差額に表示しています。また、正味貨幣持高に係るインフレの影響は、金融収益又は金融

費用に表示しています。  
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会計方針の変更に関する注記 

(棚卸資産の評価方法の変更) 

当社及び一部の連結子会社は、従来、棚卸資産の評価方法について、主として総平均法（「精密・

電子」は移動平均法）に基づいて配分していましたが、当連結会計年度より「精密・電子」につきま

しても主に総平均法に基づく配分方法に変更しています。この評価方法の変更は、基幹システムの刷

新を契機に、より適正な期間損益計算を行うことを目的として行ったものです。  

なお、この会計方針の変更が過去の期間及び当連結会計年度の連結計算書類へ与える影響額は軽微

です。 

 

会計上の見積りに関する注記 

１．収益の認識 

「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」の各種ポンプ事業、コンプレッサ・タービン事業、

冷熱事業及び「環境」における工事請負契約及び保守契約等については、製品又は役務に対する支配

が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。履

行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総

原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しています。 

見積り及び測定の前提条件は必要に応じて見直しを行い、追加コストの発生や契約金額の変更等に

より当初の見積りを修正する可能性があり、連結計算書類上で認識する金額に重要な影響を与える可

能性があります。 

当連結会計年度末における契約資産の帳簿価額は、119,684百万円です。 

 

２．繰延税金資産の回収可能性 

繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討しており、将来の課税所得見込額と実行可能なタ

ックス・プランニングを考慮して、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除を利用できる課

税所得が生じる可能性が高い範囲内で繰延税金資産を計上しています。見積りの仮定となる将来の課

税所得の発生時期及び金額は、経営者により承認された事業計画に基づき算定されていますが、その

時の業績等により変動するため、これらの見積りに影響を与える要因が発生した場合は、回収可能性

の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、連結計算書類上で認識する繰延税金資産の金額に重

要な影響を与える可能性があります。 

当連結会計年度末における繰延税金資産の帳簿価額は、23,444百万円です。 

 

３．引当金の会計処理と評価 

当社グループは、完成工事補償引当金や工事損失引当金などの引当金を計上しています。それらの

引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが現在の法的債務又は推定的債務を有し、その債

務を決済するために経済的便益を有する資源の流出の可能性が高く、かつその資源の流出の金額につ

いて信頼できる見積りができる場合に認識しています。 

これら引当金の測定において使用される仮定は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受

ける可能性があり、将来にわたり、連結計算書類上で認識する引当金の金額に重要な影響を与える可

能性があります。 

当連結会計年度末における引当金の帳簿価額は、18,384百万円です。 

 

４．確定給付制度債務 

確定給付制度債務は、従業員が過年度及び当連結会計年度において提供したサービスの対価として

獲得した将来給付額を見積り、当該金額を現在価値に割り引くことによって算定しています。重要な

数理計算上の仮定は割引率であり、当社グループの確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有する優良

社債の期末日時点の市場利回りを参照して決定しています。 

その他数理計算上の仮定には、退職率、死亡率、昇給率等の見積りが含まれています。それらの数

理計算上の仮定は、将来の経済環境あるいは社会情勢の変動等によって影響を受ける可能性があり、

見直しが必要となった場合、連結計算書類上で認識する確定給付制度債務の金額に重要な影響を与え

る可能性があります。 

当連結会計年度末における退職給付に係る資産の帳簿価額は3,562百万円、退職給付に係る負債の

帳簿価額は8,855百万円です。 
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５．非金融資産の減損 

当社グループは、有形固定資産、のれん及び無形資産等の非金融資産について資産が減損している

可能性を示す兆候があるか否かを評価しています。減損の兆候が存在する場合には、個別の資産又は

資金生成単位ごとの回収可能価額を測定しています。なお、のれん、耐用年数を確定できない無形資

産及び未だ使用可能でない無形資産は、毎期同時期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度減損

テストを実施しています。減損テストにおける回収可能価額の算定においては、将来キャッシュ・フ

ロー、割引率及び成長率等について一定の仮定を設定しています。 

これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定していますが、将来の不確実な経済条件

の変動や事業計画等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、連結計

算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

当連結会計年度末における有形固定資産の帳簿価額は258,032百万円、のれん及び無形資産の帳簿

価額は61,472百万円です。 
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連結財政状態計算書に関する注記 

１. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

 (１) 担保に供している資産 

建物及び構築物 1,123百万円 

その他 1,279百万円 

     計 2,403百万円 

 (２) 担保に係る債務 

   当連結会計年度末に該当する債務はありません。 

２. 有形固定資産の減価償却累計額 326,038百万円 
 
３. 保証債務  

(１) 従業員の銀行借入に対する保証 5百万円 

(２) 非連結子会社及び関連会社の銀行借入等に対する保証  
 

該当事項はありません。  
 
(３) 公益財団法人 荏原 畠山記念文化財団の銀行借入に対する保証  2,354百万円 

 
４. 資産から直接控除した貸倒引当金  

(１) 営業債権及びその他の債権 5,192百万円 

(２) その他の金融資産 4,254百万円 

５. 偶発債務 

（岐阜市東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設の火災事故に関する係争） 

 2015年10月23日に、岐阜県岐阜市芥見の岐阜市東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設において、当社連

結子会社の荏原環境プラント株式会社（以下、EEP）による設備修繕作業中に火災事故が発生しました。な

お、EEPは粗大ごみ処理施設に隣接するごみ焼却施設の運転管理業務を受託しています。 

 本事故の損害賠償に関し、岐阜市と対応を協議してまいりましたが、岐阜市からEEPに対し、43億62百万

円及びその遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟が岐阜地方裁判所に2019年１月31日付で提起され

ました。その後、岐阜市が2019年７月22日付で損害賠償請求金額を44億74百万円及びその遅延損害金に変更

する訴えの変更申立て（2019年７月25日に受領）、2020年７月17日付で損害賠償請求金額を45億82百万円及

びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立て（2020年７月20日に受領）、2021年８月10日付で損害賠償請

求金額を46億92百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立て（2021年８月25日に受領）を行いま

した。 

 岐阜地方裁判所は、2023年５月31日に、EEPに対して７億48百万円及びこれに対する2015年10月23日から

支払い済みまでの年５分の割合による遅延損害金の支払いを命じ、岐阜市のその余の請求を棄却する判決を

言い渡しました。2023年６月12日、EEPは当該判決のうち岐阜市の請求を認めた部分並びにEEPの主張が認め

られなかった部分について、これを不服として名古屋高等裁判所に控訴を提起し、同裁判所にて審理がなさ

れておりましたが、2024年５月17日に、①一審判決を修正しEEPは岐阜市に対して６億５百万円及び2015年

10月23日から支払日までの年５分の遅延損害金を支払うことを命じる、②別途EEPが岐阜市に請求し①の事

件と併合審理となっていた粗大ごみ暫定処理費用についても、一審の請求棄却判決を修正し岐阜市はEEPに

対して１億22百万円及び 2018年５月19日から支払日までの年６分の遅延損害金を支払うことを命じる、と

の判決が言い渡されました。EEPは判決を精査した結果、当該控訴審判決を受入れ、上告並びに上告受理申

立てを行わないことといたしました。しかしながら、岐阜市により上告提起及び上告受理の申立てがなされ

た旨の上告提起通知書及び上告受理申立通知書がEEPに送達されました。 

 EEPは判決内容に基づき、前連結会計年度においてEEPの岐阜市に対する損害賠償金及び遅延損害金である

８億36百万円を訴訟損失引当金に、当該事案に付保された保険契約に鑑み当社として将来充当を見込んでい

る同額をその他の非流動資産にそれぞれ計上しています。本訴訟が連結業績に与える影響は軽微と判断して

います。 
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（フランスに所在するNaphtachimieエチレンプラントにおける火災事故に関する係争について） 

 2012年12月22日、フランスに所在するNaphtachimieエチレンプラントで、プラントのオーバーホール直後

に火災が発生しました。事故当時、同プラントを運営するNaphtachimie社は、Total Refining Chemicals社

とINEOS社の合弁会社でした。当社連結子会社であるElliott Companyの子会社のElliott Turbomachinery 

S.A. は、プラントに設置されたコンプレッサのオーバーホール作業を行っていました。 

火災の発生後、Naphtachimie社、Total Refining Chemicals社、INEOS社及びそれらのグループ会社並びにそ

れらの保険会社らは、フランスにおいて訴訟を提起し、Elliott Turbomachinery S.A.、Elliott Company、

その子会社であるElliott Turbomachinery Ltd.（以下、総称して単に「Elliottら」と言います。）を含め

たオーバーホールに関連する複数の事業者らに対して、火災によって発生した損害の賠償を求めています。 

 当該訴訟において、Elliottらは一切の責任を否定しています。裁判所が任命した専門家から、技術面及

び損害額について法的拘束力のない報告書が提出されましたが、Elliottらはそれらの内容についても訴訟

手続において争っています。 

 報告書の提出後、訴訟のスケジュールが設定されて手続が進行しておりますが、現時点においては損失を

合理的に見積ることは困難な状況であるため、引当金は計上していません。 

 

（インドにおける協業避止義務違反に基づく損害賠償請求等に関する係争について） 

 2025年１月31日、インドの Kirloskar Brothers Limited（以下、KBL）及び同社と合弁により設立した 

Kirloskar Ebara Pumps Limited（以下、KEPL）より、当社及びインド子会社２社（Ebara Machinery India 

Private Limited、Elliott Ebara Turbomachinery India Private Limited）のインドにおける事業が、当社

とKBLの間で締結されたKEPLに関する合弁契約書に規定された競業避止義務に違反しているとして、当該違

反に基づいて生じた損害の賠償、インドでの事業の差止め等を求める仲裁申立てを受けました。現時点にお

いては損失を合理的に見積ることは困難な状況であるため、引当金は計上していません。 
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連結持分変動計算書に関する注記 

１. 発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 (株) 

当連結会計年度 

増加株式数 (株) 

当連結会計年度 

減少株式数 (株) 

当連結会計年度末 

株式数 (株) 

普通株式 462,055,735 143,450 － 462,199,185 

(注)  普通株式の発行済株式総数の増加143,450株は、新株予約権の行使による増加27,500株、 

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加115,950株です。 

 

２. 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2025年３月26日 

定時株主総会 
普通株式 14,781 32.0 2024年12月31日 2025年３月27日 

2025年８月14日 

取締役会 
普通株式 12,937 28.0 2025年６月30日 2025年９月12日 

 

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

2026年３月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり 

提案しています。 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 
配当の原資 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2026年３月26日 

定時株主総会 
普通株式 14,154 利益剰余金 31.0 2025年12月31日 2026年３月27日 

 

３. 新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権 普通株式 429,500株 
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金融商品に関する注記 

１. 金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、事業活動を行う過程において生じる財務上のリスク（信用リスク、流動性リスク、

市場リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを回避又は軽減するために、一定の方針に基づき

リスク管理を行っています。また、デリバティブ取引は、リスクを回避することを目的とし、投機的

な取引は行わない方針です｡ 

 

(１) 信用リスクの管理 

当社グループの営業債権は顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクを低減するために、当

社及び連結子会社は社内規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごと

に回収状況及び残高を管理することで、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図って

います。また、一部の取引先との取引においては保全措置として担保の供出を受けています。なお、

特定の取引先に過度に集中した信用リスクを有していません。 

 

(２) 流動性リスクの管理 

流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する

債務を履行するにあたり、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクです。当社は、各部署か

らの報告に基づき、財務部門が資金計画を作成及び更新するとともに、事業状況に応じた適正規模の

手元流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しています。また金融上のリスクに対応する

ためにコミットメントライン契約等を締結することで代替流動性を確保しています。なお、グループ

内の資金効率性を高めるため、資金を当社に集中する制度を運用しています。 

 

(３) 市場リスクの管理 

① 為替リスク 

当社グループはグローバルに事業を展開しており、それにより生じている外貨建の営業債権及び債

務は、外国為替レートの変動リスクに晒されています。当社グループは主として外貨建の債権及び債

務をネットした純額ポジションに対して為替予約等のデリバティブ取引を利用しヘッジしています。 

 デリバティブ取引については、内部規程である金融商品管理規程に基づき、連結子会社を含めて適

用し管理を行っています。 

 

② 金利リスク 

当社グループの有利子負債のうち変動金利によるものは金利変動リスクに晒されています。当該金

利変動リスクを低減するために、借入金の固定金利と変動金利の適切なバランスを維持し、必要に応

じて金利スワップ取引等のデリバティブ取引を利用しています。 

 

③ 株価変動リスク 

当社グループが保有する資本性金融商品は、取引先企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに

晒されています。資本性金融商品については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を

把握して、また満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況

を継続的に見直しています。 
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２. 金融商品の公正価値等に関する事項 

2025年12月31日（当連結会計年度の連結決算日）における帳簿価額及び公正価値は次のとおりです。 

（単位：百万円） 

 帳簿価額 公正価値 

(１)  現金及び現金同等物 143,485 143,485 

(２)  営業債権及びその他の債権 209,180 209,014 

(３)  その他の金融資産 8,667 8,045 

(４)  営業債務及びその他の債務 148,175 148,175 

(５) 社債及び借入金 201,350 197,606 

(６) その他の金融負債 1,192 1,189 

（注）リース負債については、IFRS第７号「金融商品：開示」において公正価値の開示を要求されて 
   いないことから、上表に含めていません。 

 

３. 金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項 

公正価値で測定する金融商品について、測定に用いた評価技法へのインプットの観察可能性に応じ

て算定した公正価値を以下の３つのレベルに分類しています。 

 

レベル１・・・同一の資産又は負債に関する活発な市場における公表市場価格により測定した公正

価値 

レベル２・・・レベル１以外の資産又は負債について、直接又は間接的に観察可能なインプットに

より測定した公正価値 

レベル３・・・資産又は負債についての観察可能な市場データに基づかないインプットにより測定

した公正価値 

 

 公正価値をもって連結財政状態計算書計上額とする金融資産及び金融負債  

（単位：百万円） 

 
公正価値 

レベル１ レベル２ レベル３ 計 

金融資産     

その他の包括利益を通じて 
公正価値で測定する金融資
産 

    

その他の金融資産（株
式） 

167 － 1,686 1,853 

純損益を通じて公正価値で 
測定する金融資産 

    

その他の金融資産（会員
権） 

－ 262 － 262 

その他の金融資産 
（投資事業有限責任組合
への出資） 

－ － 394 394 

デリバティブ資産 － 441 － 441 

合計 167 703 2,080 2,951 

金融負債     

純損益を通じて公正価値で 
測定する金融負債 

    

デリバティブ負債 － 355 － 355 

条件付対価 － － 137 137 

合計 － 355 137 492 

 

(注)金融商品の公正価値の測定方法 

 

(１)償却原価で測定する金融商品 

償却原価で測定する主な金融商品の測定方法は、以下のとおりです。 
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① 現金及び現金同等物 

満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。 

② 営業債権 

一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率によ

り割り引いています。 

③ その他の債権及び営業債務及びその他の債務 

満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。 

④ その他の金融資産及びその他の金融負債 

非流動のものの公正価値は、その将来のキャッシュ・フローを見積り、その信用リスクを加味した

割引率で現在価値に割り引いて公正価値を算定しています。また、流動のものは、満期までの期間が

短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。 

⑤ 社債及び借入金 

契約期間が１年超の社債及び長期借入金の公正価値は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。 

 

償却原価で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、社債及び借入金についてはレベル２、そ

の他の金融資産及びその他の金融負債については主としてレベル３で区分しています。レベル３の金

融商品に係る公正価値の測定は、関連する社内規程に従い実施しています。公正価値の測定に際して

は、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを

用いています。 

 

(２) 公正価値で測定する金融商品 

公正価値で測定する主な金融商品の測定方法は、以下のとおりです。 

① 株式 

株式はその他の金融資産に含まれ、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産

に分類しています。株式については、レベル１に区分されているものは活発な市場で取引されている

上場株式であり、取引所の市場価格によって評価しています。レベル２に区分されているものは非上

場株式であり、観察可能な市場データを利用して評価しています。レベル３に区分されているものは

非上場株式であり、主として純資産に基づく評価モデル（株式発行会社の純資産に基づき、時価評価

により修正すべき事項がある場合は修正した金額により、企業価値を算定する方法）や直近に入手さ

れた外部の評価専門家による鑑定評価書（評価手法としては取引事例法など使用）に基づいた公正価

値等により測定しています。 

② 会員権 

会員権はその他の金融資産に含まれ、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類していま

す。公正価値は、相場価格等によっています。 

③ 投資事業有限責任組合への出資 

投資事業有限責任組合への出資はその他の金融資産に含まれ、組合財産に対する持分相当額により

算定しています。 

④ デリバティブ資産及びデリバティブ負債 

デリバティブ資産及びデリバティブ負債は、それぞれその他の金融資産及び金融負債に含まれ、純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に分類しています。デリバティブは主に為替

予約、金利スワップに係る取引であり、公正価値は、取引先金融機関等から提示された観察可能な市

場データに基づき算定しています。 

⑤ 条件付対価 

条件付対価はその他の金融負債に含まれ、純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類し

ています。公正価値は、将来の業績等を考慮し、支払額を見込んで算定しています。 
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１株当たり情報に関する注記 

１. １株当たり親会社所有者帰属持分 1,114円52銭 

２. 基本的１株当たり当期利益 166円31銭 

 

収益認識に関する注記 

収益認識の内容については、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ５．会計方針に関す

る事項 (12) 売上収益」に記載のとおりです。 
 

１. 収益の分解 

当社グループは、「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」、「環境」及び「精密・電子」の５つ

を報告セグメントとしています。分解した売上収益と各報告セグメントの売上収益の関係は以下のとおりで

す。なお、その他の源泉から認識した収益の額に重要性はありません。  
 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

当連結会計年度 

（自 2025年１月１日 

至 2025年12月31日） 

建築・産業 241,938 

エネルギー 217,845 

インフラ 57,143 

環境 97,864 

精密・電子 342,267 

その他 1,225 

合計 958,285 

（注）グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。 
 

２. 契約残高 

顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債及び返金負債の残高は、以下のとおりです。 
 

（単位：百万円） 

 
当連結会計年度末 
（2025年12月31日） 

顧客との契約から生じた債権 207,582 

契約資産 119,684 

契約負債 82,498 

返金負債 73 

 
顧客との契約から生じた債権は、履行義務の充足後、別途定める支払条件により、主として１年以内に対

価を受領しています。なお、顧客との契約から生じた債権は、連結財政状態計算書において「営業債権及び

その他の債権」に含まれています。 
契約資産は、主として工事請負契約について報告期間の末日時点での進捗度に基づいて測定した履行義務

の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち、債権を除いたものであり、対価に対する当社グルー

プの権利が当該対価の支払期限が到来する前に時の経過だけが要求される無条件な状態となった時点で債権

に振り替えられます。 
当連結会計年度において顧客との契約から生じた債権及び契約資産について認識された減損損失は2,113百

万円です。 
契約負債は、主として顧客から対価を受け取っているものの履行義務を充足していない部分を認識してい

ます。財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取った場合に増加し、履行義務を充足する

ことにより減少します。 
当連結会計年度に認識された収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていた金額は90,052百万円です。 
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変動対価の金額は、値引き、遅延損害金等に対して、合理的に利用可能なすべての情報を用いて対価の金

額を見積り、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲で測定しています。 
なお、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。 
 

３. 残存履行義務に配分した取引価格 

未充足の履行義務に配分した取引価格は、以下のとおりです。また、顧客との契約から生じる対価の中に、

取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 

 
（単位：百万円） 

報告セグメント 
当連結会計年度末 
（2025年12月31日） 

建築・産業 75,789 

エネルギー 213,790 

インフラ 83,453 

環境 384,675 

精密・電子 151,591 

その他 2,719 

合計 912,020 

 
これらは、主に「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」におけるカスタムポンプ及びコンプレッ

サ・タービン、「環境」における長期包括契約に属するものであり、その多くが１年超の長期にわたって履

行義務を充足する工事契約に係る取引です。各報告セグメントの未充足の履行義務は、各連結会計年度末か

ら起算して、概ね次の期間内に完了し、収益として認識される見込みです。 
「建築・産業」、「エネルギー」、「インフラ」：３年以内 
「環境」：20年以内 
「精密・電子」：１年以内 
 

４. 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産 

当社グループは、顧客との契約獲得のための増分コスト及び契約に直接関連する履行コストのうち、回収

可能であると見込まれる部分について資産として認識しており、連結財政状態計算書上はその他の資産に計

上しています。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該

契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものです。 

当社グループにおいて資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に販売契約を獲得するため

に代理店に支払った販売手数料です。また契約履行のためのコストは、主に、入札準備費用や公告前に行わ

れる開発、調査のための活動費用です。認識すべき資産の償却期間が１年以内である場合には、実務上の便

法を使用し、契約獲得の増分コストを発生時に費用として認識しています。 

 

（単位：百万円） 

 
当連結会計年度末 
（2025年12月31日） 

契約獲得のためのコストから認識した資産 48 

契約履行のためのコストから認識した資産 － 

合計 48 

当該資産は該当する工事契約に係る財又はサービスが顧客へ移転するパターンに応じ、償却を行っています。当連結

会計年度において、契約コストから認識した資産から生じた償却費は、116百万円です。 
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重要な後発事象に関する注記 

１. 自己株式の取得枠設定 

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款第38条の規

定に基づき、自己株式の取得枠を設定することを決議いたしました。 

 

(１) 自己株式の取得枠設定を行う理由 

中期経営計画の方針に基づいた株主還元と自己資本水準の適正化のため、取得枠を設定いたします。 

 

(２) 取得枠に係る事項の内容 

①取得対象株式の種類 

当社普通株式 

 

②取得し得る株式の総数 

3,000,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.66％） 

 

③株式の取得価額の総額 

10,000百万円（上限） 

 

④取得期間 

2026年２月16日～2026年12月31日 

 

⑤取得方法 

自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 

 

２. 自己株式の消却 

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消

却することを決議いたしました。 

 

(１)  消却する株式の種類 

  当社普通株式 

 

(２) 消却する株式の数 

  5,000,000株 

 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.08％） 

 

(３)  消却予定日 

  2026年２月27日 
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
2 0 2 5 年 １ 月 １ 日 か ら 

2 0 2 5 年 1 2 月 3 1日まで 
 

  

   
  

（単位：百万円） 
 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他資本剰

余金 
資本剰余金合

計 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 特定株式取得
積立金 

繰越利益剰余
金 

当期首残高 80,639 84,567 0 84,567 75 187,201 187,276 

当期変動額        

新株の発行（新株
予約権の行使） 

8 8   8      

新株の発行 104 104 0 104      

剰余金の配当          △27,718 △27,718 

当期純利益          41,984 41,984 

自己株式の取得              

自己株式の処分     0 0      

当期変動額合計 112 112 0 112 － 14,265 14,265 

当期末残高 80,751 84,679 0 84,680 75 201,467 201,542 

  

 

株主資本 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

当期首残高 △165 352,318 229 352,547 

当期変動額     

新株の発行（新株予
約権の行使） 

 16 △16 0 

新株の発行  208   208 

剰余金の配当  △27,718  △27,718 

当期純利益  41,984  41,984 

自己株式の取得 △20,003 △20,003  △20,003 

自己株式の処分 0 0  0 

当期変動額合計 △20,003 △5,512 △16 △5,528 

当期末残高 △20,168 346,805 213 347,019 
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個 別 注 記 表 
 
重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１. 資産の評価基準及び評価方法 

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  有価証券  

     満期保有目的の債券      償却原価法（定額法） 

     子会社及び関連会社株式     総平均法による原価法 

     その他有価証券  

      市場価格のない株式等以外のもの 時価法 

                   （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、 

                    売却原価は総平均法により算定） 

 

      市場価格のない株式等       総平均法による原価法 

(２) デリバティブの評価基準及び評価方法 

  デリバティブ           時価法 

(３) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   棚卸資産               

    製品、原材料及び貯蔵品      総平均法による原価法 

                    (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方 

                                       法により算定)  

     仕掛品              個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価 

                    切下げの方法により算定) 

２. 固定資産の減価償却の方法 

(１) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しています。 

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税

法に規定する方法により、３年間で均等償却する方法を採用しています。 

(２) 無形固定資産（リース資産を除く） 

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法を採用しています。 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しています。 

(３) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

３. 引当金の計上基準 

(１) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。 

(２) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 

(３) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に充てるため、当事業年度末において発生していると認められる額を計上していま

す。 

(４) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費

用処理しています。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。 

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除

した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しています。 

(５) 完成工事補償引当金 

完成工事に係る契約不適合(瑕疵担保)費用の支出に備えるため、完成工事高に対し合理的に算出し

た発生比率を乗じた見積補償額を計上しています。 
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(６) 製品保証引当金 

売買契約に係る契約不適合(瑕疵担保)費用の支出に備えるため、製品売上高に対し合理的に算出し

た発生比率を乗じた見積保証額を計上しています。 

(７) 工事損失引当金 

請負工事の損失発生に備えるため、未引渡工事のうち損失が発生する可能性が高く、工事損失額を

期末において合理的に見積ることができる工事については、当該損失見込額を引当計上しています。 

４. 収益及び費用の計上基準 

当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧

客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識してい

ます。 

詳細については、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ５. 会計方針に関する事

項 (12) 売上収益」に記載のとおりです。 

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

  ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、振当処理の要件を満たす為替予約、通貨オプション等が

付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行い、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては特例処理を採用しています。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引 

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務及び借入金 

 ③ ヘッジ方針 

内部規程であるリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

上記②に係る金利変動リスク 

ヘッジ取引開始から有効性判定時点までのヘッジ対象及びヘッジ手段それぞれのキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、ヘッジの有効性を判定しています。ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては有効性の判定を省略しています。 

上記②に係る為替変動リスク 

ヘッジ取引ごとにヘッジ対象とヘッジ手段の対応を確認することで有効性の判定に代えています。 

 
   

27



会計方針の変更に関する注記 

(棚卸資産の評価方法の変更) 

当社は、従来、製品、原材料及び貯蔵品の評価方法について、主に総平均法（精密・電子事業は移

動平均法）による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）としていまし

たが、当事業年度より精密・電子事業につきましても主に総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しています。 

 この評価方法の変更は、基幹システムの刷新を契機に、より適正な期間損益計算を行うことを目的

として行ったものです。 

 なお、この会計方針の変更が過去の期間及び当事業年度の計算書類へ与える影響額は軽微です。 

 

会計上の見積りに関する注記 

１. 収益認識 

契約資産 21,767百万円 

 会計上の見積りの内容については、「連結注記表 会計上の見積りに関する注記 １.収益の認識」

に記載のとおりです。 

  

２. 繰延税金資産の回収可能性 

 会計上の見積りの内容については、「連結注記表 会計上の見積りに関する注記 ２.繰延税金資産

の回収可能性」に記載のとおりです。 

 当事業年度末における繰延税金資産の帳簿価額は、「個別注記表 税効果会計に関する注記」に記

載のとおりです。  

  

３. 前払年金費用の測定 

前払年金費用 5,755百万円 

 会計上の見積りの内容については、「連結注記表 会計上の見積りに関する注記 ４.確定給付制

度債務」に記載のとおりです。  

  

４. 引当金 

完成工事補償引当金 1,266百万円 

製品保証引当金 3,934百万円 

工事損失引当金 1,563百万円 

 会計上の見積りの内容については、「連結注記表 会計上の見積りに関する注記 ３.引当金の会

計処理と評価」に記載のとおりです。  

  

５. 固定資産の減損 

有形固定資産 141,940百万円 

無形固定資産 38,769百万円 

 固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、セグメントを基礎として、資産のグルーピング

を行い、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として計上しています。固定資産の回収可能価額について、将来キャッ

シュ・フロー、割引率、正味売却価額等の前提条件に基づき算出しているため、当初見込んでいた収

益が得られなかった場合や、将来キャッシュ・フロー等の前提条件に変更があった場合、固定資産の

減損を実施し、計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

  

６. 関係会社株式及び関係会社出資金の評価 

関係会社株式  110,462百万円 

関係会社出資金 26,101百万円 

 市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金は、株式の取得価額と比較して実質価額が50％程

度以上低下した場合、当該会社の事業計画に基づき回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場

合を除いて評価損の計上を行っています。なお、一部の関係会社株式は、実質価額に当該会社の買収

時の超過収益力等を加味して評価しています。事業計画は経営者の最善の見積りと判断により決定し

ていますが、将来の不確実な経済条件の変動や事業計画等の変化によって影響を受ける可能性があり、

見直しが必要となった場合、計算書類に重要な影響を与える可能性があります。  
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貸借対照表に関する注記 

１. 有形固定資産の減価償却累計額  139,672 百万円 

２. 保証債務 

(１) 従業員住宅資金の銀行借入に対する保証  5 百万円 
 

(２) 関係会社の銀行借入等に対する保証  24,023 百万円 

 連結会社    

Elliott Company  23,431 百万円 

EBARA (THAILAND) LTD.  3 百万円 

Ebara Pumps Europe S.p.a.  588 百万円 

EBARA Pumps Middle East FZE  0 百万円 

 連結会社計  24,023 百万円 
 

(３) 公益財団法人 荏原 畠山記念文化財団の銀行借入に対する保証 2,354 百万円 

３. 関係会社に対する金銭債権債務 

関係会社に対する短期金銭債権  96,367 百万円 

関係会社に対する長期金銭債権  2,431 百万円 

関係会社に対する短期金銭債務  41,747 百万円 

 

損益計算書に関する注記 

   関係会社との取引高 

営業取引による取引高    

 売上高  117,501 百万円 

 仕入高  22,308 百万円 

営業取引以外の取引高  25,595 百万円 
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株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 株式の種類 
当事業年度期首 
の株式数(株) 

当事業年度 
 増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

普通株式 140,410 5,472,558 140 5,612,828 

(注)１.普通株式の自己株式の株式数の増加5,472,558株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

5,470,800株、単元未満株式の買い取りによる増加1,322株、譲渡制限付株式報酬制度における無償

取得による増加436株です。 

２.普通株式の自己株式の株式数の減少140株は、単元未満株式の売渡しによる減少140株です。 

 

税効果会計に関する注記 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産   

 賞与引当金  1,817百万円 

 赤字工事進行基準による売上損失  290百万円 

 退職給付引当金  913百万円 

 投資有価証券等評価損  464百万円 

 関係会社株式評価損  2,744百万円 

 棚卸資産評価損  4,720百万円 

 固定資産除却損  1,208百万円 

 減価償却費  717百万円 

 完成工事補償等引当金  2,092百万円 

 貸倒引当金繰入限度超過額  663百万円 

 未収入金  3,811百万円 

 未払金  1,057百万円 

 その他  2,942百万円 

 繰延税金資産小計  23,444百万円 

 評価性引当額  △8,183百万円 

 繰延税金資産合計  15,260百万円 

繰延税金負債   

 その他  698百万円 

 繰延税金負債合計  698百万円 

繰延税金資産の純額  14,561百万円 

 

２. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の関連処理 

 当社はグループ通算制度を適用しています。 

 また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 

2021年８月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並

びに開示を行っています。 

 

３. 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和７年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。 

 これに伴い、2027年１月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰

延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.62％から31.52％に変更し計算しています。 

 この税率変更が当社の計算書類に与える影響に重要性はありません。 
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関連当事者との取引に関する注記 

１. 子会社及び関連会社等 
（単位：百万円） 

種 類 
会社等 
の名称 

議決権等の 
所有(被所有） 

割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 
株式会社 
荏原フィール
ドテック 

所有 
 直接100％ 

・当社のコンポーネン

ト機器・半導体製造装

置の販売及びアフター

サービス 

・当社が工場及び建物

を賃貸 

・当社が資金を借入 

・役員３名兼任 

売 上 高 
  

28,643 
 

売 掛 金 
電子記録債権 
契 約 資 産 

3,620 
18,253 

208 

子会社 
株式会社 
荏原エリオッ
ト 

所有 
 間接100％ 

・当社がポンプを販売 

・当社がコンプレッサ

ータービンを購入 

・当社が工場及び建物

を賃貸 

・当社が資金を借入 

資金の借入(注３) 
支 払 利 息 

9,998 
86 

短 期 借 入 金 3,379 

子会社 
Ebara 
Technologies 
Incorporated  

所有 
 間接100％ 

・当社のコンポーネン

ト機器・半導体製造装

置の販売及びアフター

サービス、コンポーネ

ント機器の製造 

・役員１名兼任 

売 上 高 13,196 売 掛 金 7,774 

子会社 
Elliott 
Company 

所有 
 間接100％ 

・当 社が コ ンプ レッ

サ・タービンを購入 

・当社が債務を保証 

・当社が資金を貸付 

・役員１名兼任 

資金の貸付(注３) 
受 取 利 息 
債務保証(注４) 

△824 
426 

23,431 
短 期 貸 付 金 7,035 

子会社 
台湾荏原精密
股份有限公司  

所有 
 直接100％ 

・当社のコンポーネント

機器・半導体製造装置

の販売及びアフターサ

ービス、コンポーネン

ト機器の製造 

・当社が資金を貸付 

・役員１名兼任 

売 上 高 25,102 
売 掛 金 
契 約 資 産 

8,297 
76 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しています。 

２. 資金の貸付及び借入の利率は、市場金利を勘案して決定しています。 

３. 資金の貸付及び借入は、CMS(キャッシュマネジメントシステム)による取引であり、取引金額は

当期首残高からの増減額を表示しています。 

４. 債務保証は、銀行借入等の債務保証を行ったものであり、保証料を受領しています。 
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２．役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 

種 類 

会社等 
の名称 
又は 
氏名 

議決権等の 
所有(被所有） 

割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員 浅見 正男  
(被所有） 
直接0.0％ 

当社取締役会長 
金銭報酬債権の現
物出資(注) 

20 － － 

役員 細田 修吾  
(被所有） 
直接0.0％ 

当社取締役代表執行
役社長 

CEO 兼 COO 

金銭報酬債権の現
物出資(注) 

16 － － 

(注)譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。 

 

１株当たり情報に関する注記 

１. １株当たり純資産額 759円56銭 

２. １株当たり当期純利益 91円11銭 

 

収益認識に関する注記 

詳細については、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４. 収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりです。 
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重要な後発事象に関する注記 

１. 自己株式の取得枠設定 

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款第38条の規

定に基づき、自己株式の取得枠を設定することを決議いたしました。 

 

(１) 自己株式の取得枠設定を行う理由 

中期経営計画の方針に基づいた株主還元と自己資本水準の適正化のため、取得枠を設定いたします。 

 

(２) 取得枠に係る事項の内容 

①取得対象株式の種類 

当社普通株式 

 

②取得し得る株式の総数 

3,000,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.66％） 

 

③株式の取得価額の総額 

10,000百万円（上限） 

 

④取得期間 

2026年２月16日～2026年12月31日 

 

⑤取得方法 

自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 

 

２. 自己株式の消却 

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消

却することを決議いたしました。 

 

(１)  消却する株式の種類 

  当社普通株式 

 

(２) 消却する株式の数 

  5,000,000株 

 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.08％） 

 

(３)  消却予定日 

  2026年２月27日 

 

33


	第161期(2025年12月期) 連結計算書類__202602162100.pdf
	第161期(2025年12月期) 計算書類__202602162100.pdf



